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Ⅰ 会館管理運営事業 

会館管理運営事業の概要 
 平成２０年度においては、「都市東京事務所等への事務室賃貸」、「会議室・宿泊・

飲食施設の管理運営（株式会社東京ロイヤルホテルに運営委託）」等の事業を執行

した。 
 会館の貸室は、市東京事務所など３２団体に賃貸しており、貸室収入は１億  

７,４０６万円余となった。 
 また、平成２０年度における会議室の室料稼働率は年間平均６６.１％、宿泊の

稼働率は年間平均７４.０％で、利用者は延１０万１千人余（市政人は延１万２千

人余）、また、飲食施設の利用者は延１８万３千人余となった。 
 これらの施設の収入２９億２,０６４万円余に、貸室と駐車場等の収入１億  

９,２４４万円余を合わせた平成２０年度の会館収入は、３１億１,３０８万円余と

なった。 
都市情報事業については、都市職員を対象とした「都市経営セミナー」・「都市

防災推進セミナー」の実施をはじめ、大画面テレビによる市勢紹介、情報開示の

一環としてホームページの整備などを行った。 
 なお、都市情報研修事業費支出は、５１６万円余である。 
 

会館の管理運営事業 

１）貸室 

 会館の貸室は次の３２団体に賃貸し、貸室収入は１７４,０６８千円となった。 
階別団体一覧は次表のとおりである。 
 
階別団体一覧 

９階 
釧路市、仙台市、千葉市、新潟市、静岡市、 
地方公営企業等金融機構設立準備室 

１１階 
小樽市、岩見沢市、秋田市、さいたま市、豊田市、津市、四日市市、

堺市、福山市、松山市、久留米市、熊本市、熊本県市長会 

１２階 
青森市、相模原市、浜松市、下関市、福岡市、宮崎市、大分市、     

鹿児島市、大阪府市長会、㈱病院新聞社 
以上、２９団体の他、３団体に賃貸した。 
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２) 会議室 

 会議室の室料稼働率は年間平均６６.１％、会議室収入は１,０８１,６３１千円

となった。 
なお、規模別の室料稼働率は次表のとおりである。 

 

規模別 会議室室料稼働率 

会議室規模 年間平均室料稼働率 

 ホール ８５.２％ 

 大会議室 ７３.１％ 

 中会議室 ６７.９％ 

 小会議室 ５３.２％ 

 

会議室の構成は、次のとおりである。 

  ３階  コスモスホール（２分割可能）、控室 

  ５階  オリオン、菊、桜、蘭、スバル、松、楓 

  ６階  601、602、603、604、605、606、607、608、609 

  ７階  701、702、703、704、705、706、707、708、709 

 

 規模別では、ホール１、大会議室１、中会議室５、小会議室１９、控室１ 

 合計２７室 

 

３） 客室 

 客室稼働率は年間平均７４.０％、客室収入は９８９,４６５千円となった。 
 なお、客室の稼働率、利用者数及び市政人と一般との比率は次表のとおりであ

る。 

 

客室稼働率及び構成比 

稼働率 利用者数 
区分（人） 

市政人/一般 

比率 

（人） 市政人 一 般 市政人 ： 一 般 

74.0％ 101,085 12,813 88,272 12.7 ： 87.3 

 

客室の構成は、次表のとおりである。 
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客室の構成 

客室種類 客室数 定 員 

シングルルーム ２３９室 ２３９人 

ツインルーム ７０室 １４０人 

デラックスツインルーム １２室 ２４人 

和  室 ４室 ８人 

ハンディキャップルーム ２室 ４人 

合  計 ３２７室 ４１５人 

 

４） 食堂 

 食堂の利用者数は、延１８３,６４９人、食堂収入は、８４９,５４７千円と  

なった。 

なお、食堂別の利用者数は、次表のとおりである。 

 

食堂の利用者数 

施設 梅 林 アイリス ラウンジ その他 合計 

人数  53,420 105,223 24,263 743 183,649 

営業 

日数 
365 365 253 － － 

 

５） 駐車場 

平成２０年度の駐車場収入は１８,３７２千円となった。 
なお、駐車場の収容台数は、機械式駐車場が１０７台、自走式平面駐車場（車

椅子対応）が１台、大型バス自走式平面駐車場が２台、合計１１０台となってい

る。 

 

都市情報事業 

１）都市情報事業 

平成２０年度も引き続き、都市情報コーナーの大型画面テレビで、各都市から

提供があった市勢に関する映像をはじめ、天気予報や時事ニュース等を毎日放映

した。 
情報発信の一環として、日本都市センターを紹介すると同時に、全国各市の情

報発信に資するため、ホームページで、「正味財産増減計算書総括表」・「貸借対照
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表総括表」・「財産目録総括表」等の財務関係のデータや、寄附行為、役員名簿な

どを随時更新しつつ公開した。なお、全国の市町村合併や選挙結果等を受けて情

報を更新し、より新しい情報を提供するよう努めた。 
 また、ロビー階において、館内東京事務所の情報発信に資するため、「都市ＰＲ

コーナー」を設置し、物産・観光案内や、各種イベントなどの展示を行った。 
 

２）都市職員研修事業 

① 第１０回 都市経営セミナー 
        全国の都市自治体関係者を対象に、「都市の地域ブランド戦略～地域経

営の新たな視点～」をテーマとして、平成２０年７月２日に第１０回都市

経営セミナーを開催した。市長をはじめ市議会議員、都市自治体職員等、

約２２０名の都市行政関係者が参加した。詳細は、９ページ『 ２）政策

研究交流事業 １．第１０回都市経営セミナーの開催』を参照。 
 

② 第１０回 都市防災推進セミナー 
我が国の大規模災害、特に地震災害は備えることによって被害を最小限

に抑えることが出来ると言われてきましたが、まだまだ個々の家屋など耐

震が進んでいないのが実情です。倒壊住宅が多い地域では、火災発生率が

多くなるという統計データもあり、住宅の耐震は、安全安心な地域社会形

成につながるとして「第２回 日本耐震グランプリ～耐震がつくる安全安

心な地域社会～」を主題に、平成２０年１１月４日、内閣府、総務省消防

庁、国土交通省、東京都、東京消防庁、全国市長会、ほか震災対策に関連

する学会など２０団体の後援を得、社団法人全国市有物件災害共済会、Ｎ

ＰＯ法人東京いのちのポータルサイトと共同開催し、参加者は、全国の市

長、市議会議員、都市職員、防災関係者等、約１２０名となった。 
なお、グランプリは、主催３団体共通の理念である「災害に強い地域づ 

くり」の一環として、様々な取り組みを行っている団体や個人に対し、減 
災についての研究で国内外に著名な学識者、先進的な防災の取り組みを行 
っている自治体首長、主催３団体の代表者からなる選考委員会によって厳 
正な審査が行われ、内閣総理大臣賞２団体、優秀賞３団体、審査員特別表 
彰３団体を表彰した。 

 

３）文化交流事業 

 会館敷地内の公開空地に設けられた緑道ギャラリーにおいて、近隣住民との交

流等を図るという趣旨で、「小さな彫刻展」を開催した。 
 なお、これら都市情報事業に係る都市情報事業費は５,１６５千円であった。 
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創立五十周年記念事業 
 平成２１年２月に、当財団は創立五十周年を迎えることとなり、五十年史の発

行、記念論文集の発行などの意思決定機関として、管理部・研究室共同で「創立

五十周年記念事業準備委員会」を設置したが、平成２１年３月２６日の理事・評

議員会にあわせて創立５０周年を記念して懇親会を実施した。 

 

Ⅱ 調 査 研 究 事 業 

調査研究事業の概要 
 平成２０年度の調査研究事業については、地方自治をめぐる諸状況や全国の都

市自治体の政策ニーズを踏まえ、都市自治制度及び都市運営の両分野にわたる調

査研究活動を実施した。 
 第一に、都市自治体の政策形成に資するための自主政策研究事業として、「分権

型社会の都市行政と組織改革に関する調査研究」、「基礎自治体の将来像に関する

調査研究」、「都市自治体行政における法的整合性に関する調査研究」及び「新時

代の都市税財政に関する調査研究」を実施した。 

第二に、政策研究交流事業として、直面する政策課題について、「都市経営セミ

ナー」及び「国のかたちとコミュニティを考える市長の会」を開催し、また、全

国市長会などと共同で「市長フォーラム」及び「全国都市問題会議」を開催した。 

さらに、都市自治体自身の調査研究能力向上を図る場として「都市政策研究交

流会」及び「都市シンクタンク等交流会議」を開催した。 

第三に、共同調査研究事業として、全国市長会と共同設置している「都市分権

政策センター」において、地方分権改革の推進や、分権型社会における都市自治

体経営の課題等に関する重要テーマについて、研究、実践事例の紹介、情報の提

供等を推進した。 

第四に、情報提供事業として、「基礎自治体の国別比較」及び「都市シンクタン

クの活動実態」に関する情報提供を行った。 

また、機関誌「都市とガバナンス」の発行を年１回から２回にするなど情報提

供の機会を充実した。 

 その他、財団創立５０周年記念事業の一環として、過去の調査研究実績の機能

分析を行った。 

 なお、研究事業費支出は、１２７,６４４千円である。 
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主な調査研究事業 

１）自主政策研究事業 

１．分権型社会の都市行政と組織改革に関する調査研究 
① 趣旨・目的 

当センターでは昭和３９年（１９６４年）以来、約１０年おき４次にわたり、 

都市行政組織に関する大規模な調査を実施してきた。前回の第４次研究から約

１０年が経過し、この間には地方自治体の規模、権限、財源、運営手法など、

広範囲な分野において改革への取り組みがなされてきたことから、平成１９～

２０年度の２か年の期間で、今日的な社会経済問題に対応可能な行政組織のあ

り方について、調査研究を行った。 

 

② 調査研究の方法 

平成１９年度に引き続いて「市役所事務機構研究会」（座長 村松岐夫 学習

院大学法学部教授）を設置し、平成１９年度に実施した全都市自治体の首長と

市・区役所組織を対象とした２つのアンケート調査（首長アンケート、一般ア

ンケート）について、専門的かつ詳細な分析を行うとともに、研究会において

集中的な議論を行った。また、都市自治体の改革の動向を定性的に把握するた

め、９市区に対して、現地ヒアリング調査を実施した。 

本調査研究の成果物として、『分権改革は都市行政機構を変えたか』を取り

まとめ、当センター５０周年記念出版物として、第一法規より刊行に至った。 
 

③ 調査研究の概要 

 本出版物は、５部１４章により構成されている。 

Ⅰ部 首長と事務機構（市長の諸改革評価における対立軸、首長の戦略・マ

ニフェストと総合計画、庁議制度と調整機構、自治体組織変化とその要因）。  

Ⅱ部 行政改革と事務機構（都市自治体における事務の効率化、都市自治体

における定員管理、財政的な視点から見る市政運営）。Ⅲ部 人事行政と事務

機構（都市自治体と人事行政、都市自治体における職員採用）。Ⅳ部 住民と

事務機構（開かれた市政運営―環境変化にどのように対応しているか、説明責

任を果たすための文書管理、基本計画策定プロセスにおける市民参加）。Ⅴ部 

自治制度と事務機構（合併が市役所事務機構に与えた影響 地域自治組織の

設置と活動）。 

 

２．基礎自治体の将来像に関する調査研究 
① 趣旨・目的 

当センターでは、平成１９年度に実施した「基礎自治体の果たすべき役割に 
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関する首長アンケート調査」の結果を踏まえて平成２０年７月、「基礎自治体 
の果たすべき役割に関する調べ」を取りまとめた（同年９月、調査結果の詳細 
版を刊行）。 
本調査研究では、これと相関して、政府の第２９次地方制度調査会や地方分

権改革推進委員会における基礎自治体のあり方論議に対応した調査研究を行

った。 
 

② 調査研究の方法 

平成２０年４月、当センター内に「基礎自治体の将来像に関する研究会」（座

長 横道清孝政策研究大学院大学地域政策プログラムディレクター・教授）を

発足し、研究会での議論により調査研究を進めた。 
なお、本研究会は引き続き平成２１年度も設置し、報告書を取りまとめる予

定である。 
 

③ 調査研究の概要 

ア.基礎自治体のあり方全般についての分析 
基礎自治体は、住民に最も近く、地域における行政を自主的・総合的に実施

する役割を担う主体として、総合的な役割を担うべきと考えられるが、基礎自

治体全般の事務執行困難の対応策の一つとして、広域連合または一部事務組合

を中心とした「近隣の基礎自治体との連携」について分析を行った。 
 

イ.基礎自治体の圏域行政のあり方についての分析 
また、従来から行われてきた「広域行政圏施策」が平成２０年度廃止される

こととなり、新たに導入された「定住自立圏施策」の分析を行うとともに、従

来から行われてきた「広域行政圏施策」の歴史的な分析を行った。 
 

ウ.基礎自治体の広域連携のあり方についての分析 
さらに、従来からの広域連携のための様々な制度（一部事務組合、広域連合、

協議会、機関等の共同設置、事務の委託、職員の派遣）についても、事例を検

証しつつ、法制度面からの比較分析を行った。 
 
３．都市自治体行政の法的整合性確保に関する調査研究 
① 趣旨・目的 

 近年、自治体の行財政運営や職員の行動に関する違法行為、不祥事が注目を

浴びてきている。自治体における法令遵守が厳しく問われるようになるととも

に、自治体行政を適切に統制することがますます重要になっている。日本都市

センターでは、「法的整合性」という観点から法令遵守や適正手続を推進する

ための調査研究を行った。 

 

② 調査研究の方法 

    「法的整合性研究会」（座長 宇賀克也 東京大学大学院法学政治学研究科教
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授）を設置した上で、平成２０年度には、法的整合性を多面的に検討するため

の第１期調査研究として、研究会における意見交換、有識者・関係機関からの

寄稿・発表、有識者・関係機関へのヒアリングを実施した。また、第１期調査

研究の成果物として、『法的整合性確保に向けての多面的検討』を刊行した。 

    なお、平成２１年度には、法的整合性に関する重点課題を検討するための第

２期調査研究を実施することとしている。 

 

③ 調査研究の概要 

    第１期調査研究では、自治体の抱える法的整合性に関する課題を様々な角度

から検討してきた。ポイントは３つある。第１に、法的整合性が問われる具体

的な局面を考察した。主要なものとして、職員の汚職・不正行為の発生、債権

管理のあり方、情報管理のあり方、入札・契約行政のあり方および給付行政の

あり方を取り上げた。第２点目は、こうした問題を抑止・是正するために整備

された制度的手段の検討である。情報公開による統制、監査による統制、行政

争訟制度による統制、公益通報による統制および懲戒処分による統制について

分析した。第３に、自治体における独自の法的整合性確保の取組みとして、コ

ンプライアンスに関するトップの役割と責任、コンプライアンス条例のあり方、

警察との連携による統制、ADRによる統制を紹介した。 

 

４．新時代の都市税財政に関する調査研究 

① 趣旨・目的 

近年、昨今のサブプライムローンの破綻を端緒とする世界規模の景気低迷の 

影響もあり、税財政面において非常に厳しい時代が到来している。とりわけ、

伸び悩む収入減への対応が、都市自治体にとっても喫緊の課題となっており、財政

面における自助努力策のより一層の推進が求められている。 

本調査研究は、今後、都市をはじめとする自治体の収入面の課題に対処する

にあたり、参考とすることを目的に調査研究を行った。 

 

② 調査研究の方法 

当センター内に｢新時代の都市税財政に関する研究会｣（委員長 宇田川璋仁 

千葉商科大学客員教授）を設置し、『都市自治体が今日抱えている収入面の課

題』をテーマとし、法定外税や収入確保に結びつく取り組みをはじめ、都市自治

体における先進事例をもとに、その多様な可能性を検討することとした。 

そして、その成果を報告書「都市自治体の収入確保策―増収に向けた多様な

取り組み―」として刊行した。 

 

③ 調査研究の概要 

第１章「確定債権を確実に確保するための方策」では、国民健康保険税（料）

や保育料などについて多くの未収金を抱え回収に苦戦している都市自治体の
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工夫と試行錯誤を取り上げた。ここでは、マクロ的な視点から徴収率向上のた

めの様々なノウハウや、都市自治体による徴収業務体制の充実の有効性などに

ついて取りまとめた。 

また、第２章「新たな収入を得るための努力」では、広告事業や命名権（ネ

ーミングライツ）の活用、未活用地・建物の売却や貸付をはじめとする公有財

産の有効利用、自治体からの視察等の一部有料化、自治体における法定外税導

入をはじめとする独自課税の導入とその可能性等、多様な収入確保策を展開し

ている都市自治体の取り組みについて取りまとめた。 

２）政策研究交流事業 

１．第１０回都市経営セミナーの開催 
① 概要 

全国の都市自治体関係者を対象に、「都市の地域ブランド戦略～地域経営の

新たな視点～」をテーマとして、平成２０年７月２日に第１０回都市経営セミ

ナーを開催した。市長をはじめ市議会議員、都市自治体職員等、約２２０名の

都市行政関係者が参加した。 

 

② プログラム 

基調講演「都市の地域ブランド戦略」佐藤喜子光（平安女学院大学国際観光 

学部教授・学部長）、事例報告「八戸市における地域ブランド戦略」小林眞（八 

戸市長）、「佐世保バーガー＆九十九島かき～よその街にはない美味しいもの～ 

」永井美穂子（元 佐世保観光コンベンション協会課長）、パネルディスカッシ 

ョン「都市の地域ブランド戦略」青山佳世（フリーアナウンサー）青木幸弘（学 

習院大学経済学部教授）、小林眞（八戸市長）、永井美穂子（元 佐世保観光コ 

ンベンション協会課長）。 

 

２．国のかたちとコミュニティを考える市長の会 

① 概要 

都市自治体の直面する政策課題について市長・区長有志が自由闊達に議論し、

相互の問題意識の深化と情報交流を図ること等を目的として、平成２０年７月

３１日（火）に第５回「国のかたちとコミュニティを考える市長の会」を、同

年１１月１８日（火）に第６回「国のかたちとコミュニティを考える市長の会」

を開催した。 
 

② プログラム 

    第５回：「趣旨説明」松崎秀樹（浦安市長）。「進行役」と「まとめ」横尾俊 
彦（多久市長）。テーマ１「基礎自治体のあり方について」の「問題提起」倉

田薫（池田市長）、横尾俊彦（多久市長）。テーマ２「都市の環境政策について」

の「問題提起」高野之夫（豊島区長）。 
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    第６回：「趣旨説明」横尾俊彦（多久市長）、「進行役」と「まとめ」吉田友

好（大阪狭山市長）。テーマ１「住民と行政の対話のあり方」の「問題提起」

倉田薫（池田市長）、松崎秀樹（浦安市長）、テーマ２「都市と過疎問題（人口

減少問題を含む）」の「問題提起」横尾俊彦（多久市長）。 

 

３．第８回市長フォーラムの共催 

  ① 概要 

全国市長会と共同して、「これからの基礎自治体のありかた～地方分権時代

における都市自治体の役割～」をテーマとして、平成２０年１１月１２日に第

８回市長フォーラムを開催した。全国の市・特別区の首長が多数参加した。 
 

② プログラム 

パネルディスカッション 中西晴史（日本経済新聞社地方部編集委員）、木村  
陽子（総務省地方財政審議会委員）、横尾俊彦（多久市長・内閣府地方分権改 

革推進委員会委員）、佐竹敬久（秋田市長・全国市長会会長）、名和田是彦（法 

政大学法学部教授・第２９次地方制度調査会委員）、横道清孝（政策研究大学 

院大学教授・地域政策プログラムディレクター）。 

 

４．第５回都市政策研究交流会の開催 

① 概要 

昨今、自治体における法令遵守を疑わせる事件が相次いでおり、自治体のコ

ンプライアンス実践が重要視されてきているため、都市自治体関係者、都市シ

ンクタンク等の研究員、市立大学の研究者等を対象に、「コンプライアンスと

行政運営」をテーマとして、平成２０年６月２日に第５回都市政策研究交流会

を開催した。約１００名の都市行政関係者が参加した。 

 

  ② プログラム 

基調講演「自治体の個人情報保護におけるコンプライアンスの実践と課題」 

宇賀克也（東京大学大学院法学政治学研究科教授）、事例報告１「岡山市にお 
ける行政執行適正化の推進について」根岸健二（岡山市行政執行適正化推進課 
課長）、事例報告２「新潟市における法令遵守の推進等に関する条例について」 

丸山賢一（新潟市総務部法制課課長）、加藤陽子（新潟市総務部法制課副主査）。 
 

５．第１１回・第１２回都市シンクタンク等交流会議の開催 
① 概要 

都市シンクタンクの調査研究活動や組織運営に関する情報交流を図るため、

平成２０年６月２日(第１１回)と平成２０年１１月２８日(第１２回)にそれ

ぞれ都市シンクタンク等交流会議を開催した。 
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② プログラム 
第１１回：報告「平成２０年度都市シンクタンク等の調査研究に関するア

ンケート調査結果について」飯塚慶子（財団法人日本都市センター研究室研

究員）、報告「せたがや自治政策研究所の活動について」渡邊裕司（せたがや

自治政策研究所副所長）、調査研究活動や組織運営に関するフリーディスカッ

ション。 

第１２回：報告「さがみはら夢プロジェクト２０５４について」高橋雅広

（さがみはら都市みらい研究所主査）、報告「上越市創造行政研究所の概要に

ついて」笹川正智（上越市創造行政研究所副課長）、報告「都市シンクタンク

カルテ、都市シンクタンク等が抱える問題点・課題について」飯塚慶子（財

団法人日本都市センター研究室研究員）、調査研究活動や組織運営に関するフ

リーディスカッション。 

 

６．第７０回記念全国都市問題会議の共催 

  ① 概要 
全国市長会、東京市政調査会、新潟市と共同して、「新しい都市の振興戦略

―地域資源の活用とグローバル化―」をテーマとして、平成２０年１０月 
２３、２４日の両日、新潟市において全国都市問題会議を開催した。全国各

都市から市長をはじめ市議会関係者、市職員等、約１，６００名の都市行政

関係者が参加した。 
 

② プログラム 
基調講演「地域・都市の信頼度―５０年後、１００年後」大川澄人（財団

法人日本経済研究所理事長）、主報告「環日本海の交流拠点都市を目指して」

篠田 昭（新潟市長）、一般報告「地域の発展なくして日本の発展なし 新し

い都市振興戦略」黒川和美（法政大学大学院政策創造研究科教授）、「高知市

の振興戦略について」岡﨑誠也（高知市長）、「これからの地域再生を考える」

上山信一（慶應義塾大学総合政策学部教授・新潟市都市政策研究所長）、パネ

ルディスカッション［コーディネーター］鈴木輝隆（江戸川大学社会学部教

授）、［パネリスト］大西達也（株式会社日本政策投資銀行地域振興部課長）、

細内信孝（コミュニティビジネス総合研究所代表取締役所長）、安井美沙子（東

京財団研究部ディレクター）、本田敏秋（遠野市長）、河井規子（木津川市長）。 

 

３）共同調査研究事業 

  平成１９年１月に全国市長会と当財団が共同設置した「都市分権政策センタ

ー」において、以下のように調査研究を行った。 
１．都市分権政策センター 
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  ① 趣旨・目的 

第二期地方分権改革に向けて、全国市長会及び当センターが共同設置した

「都市分権政策センター」において、真の地方分権改革を実現するため、都市  

自治体の立場を明確にしながら、さまざまな観点から地方分権に資する政策提

言を行うとともに、分権型社会における都市自治体経営の確立に向けて、都市

自治体の政策開発・立案機能の一層の充実を図ることとした。 

 

② 調査方法及び調査研究の概要 

運営委員会（共同代表 佐竹敬久 全国市長会会長、松浦幸雄 (財)日本都市

センター理事長、西尾勝 (財)東京市政調査会理事長）を設置し、運営委員会で

の議論により、調査研究を進めた。 

都市分権政策センターの下に、平成１９年度に引き続いて「都市自治体に対

する国の関与・規制と財源措置等に関するプロジェクト・チーム」および、「道

州制と都市自治体に関する検討会」を設置し、当該テーマに関する専門的な検

討等を行い、「道州制と都市自治体に関する検討会」では、平成２１年２月９日

に、「道州制に関する意見」を取りまとめた（詳細は後述）。 

また、地方自治の時事の諸課題について、学識経験者と市長が意見交換を行

うメーリングリスト「地方自治トピックス」を平成１９年度に引き続き開設し 

た（詳細は後述）。 

 

③ 会議 
第５回会議を平成２０年７月８日に開催。議題は、地方分権改革推進委員会

「第１次勧告」について報告（西尾勝 (財)東京市政調査会理事長、地方分権改

革推進委員会委員長代理）、「道州制と都市自治体に関する検討会」について、「基

礎自治体の果たすべき役割に関する調べ」について。 

第６回会議を平成２１年１月２７日に「道州制と都市自治体に関する検討会」

（後述）と合同会議形式にて開催。議題は、第２９ 次地方制度調査会の審議動 

向について（林宜嗣 関西学院大学経済学部教授、第２９次地方制度調査会専 

門小委員会小委員長）、道州制への対応についてなど。 

 

２．都市自治体に対する国の関与・規制と財源措置に関するプロジェクトチーム 

(平成１９年６月設置) 

① 趣旨・目的  
本プロジェクト・チームは都市分権政策センター設置要綱第５条に基づいて、

具体的な研究を実施するために設置するものである。 
同プロジェクト・チームでは、ア.法令等による規制や通達による事実上の規

制は依然として大きく、新しい形の関与も存在すること、イ.法令により財政上

の措置が規定されていても、実際の経費が国の財源措置を大幅に上回っており、



 13 

財政上の自由度を圧迫していることについて実証的に示すことを目的に、平成

１９年度に引き続き、調査研究を実施した。 
 

② 調査方法 

「都市自治体に対する国の関与・規制と財源措置等に関するプロジェクト・

チーム」（座長 金井利之 東京大学大学院法学政治学研究科教授）を平成１９ 
年度に引き続き設置し、会議での議論をもとに調査研究を進めた。 
 

③ 調査研究の概要 

都市自治体の主要な事業について法令による義務付け・枠付けと財源措置に

ついて、基礎資料の把握を行うとともに、市で実施している事務事業ごとの自

由度と、財政面での地財措置とのギャップ等についての調査を行った。 

 

３．道州制と都市自治体に関する検討会(平成１９年１０月設置) 

 ① 趣旨・目的 

    本検討会は、都市分権政策センター設置要綱第５条に基づいて、具体的な研

究を実施するために設置されたものである。内閣官房に置かれた道州制ビジョ

ン懇談会、自民党の道州制推進本部、経済団体、さらに北海道、九州、関西な

どの地域ブロックにおいても道州制の問題が議論されるなど、道州制を巡る議

論が活発となっている。こうした背景を踏まえ、基礎自治体として、地方分権

改革を推進する観点から道州制に関するいくつかの論点について調査研究を

行うこととした。 

 

② 調査方法及び調査研究の概要 

    学識者等による検討会（座長 神野直彦 東京大学大学院経済学研究科教授）

を設置し、検討会での議論により調査研究を進めた。検討会には委員のみなら

ず全市区長にも参加を呼びかけた。 

    検討会での議論を踏まえ、平成２１年２月９日に、「道州制に関する意見」

を取りまとめ、公表した。同意見では、「都市自治体としては、あくまでも第

二期地方分権改革の着実な実施が道州制の導入を論ずる前提であり、こうした

地方分権推進のための取り組みの妨げとなるような手順は受け入れられない

こと、また、道州制を導入する場合には、ア.道州と基礎自治体の対等・協力

関係の確保、イ.道州は基礎自治体を補完する広域自治体とすることが必要不

可欠であることを各方面に訴えていく必要があること」が示された。 

 

③ 会議 

    第3回会議は、平成２０年６月４日に開催。主な議題は、「都市自治体から見

た道州制論議について」（河内山哲朗 柳井市長による報告）および「道州制
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論議の動向について」。１０８名の市区長（代理も含む）が参加。 

    第４回会議は、同年１１月１３日に開催。主な議題は、「道州制に関する意

見（叩き台）について」（横道清孝 政策研究大学院大学教授による報告）及

び「道州制論議の動向について」。１０５名の市区長（代理も含む）が参加。 

    第５回会議は、平成２１年１月２７日に第６回都市分権政策センター会議と

の合同会議として開催。主な議題は、「第２９次地方制度調査会の審議動向に

ついて」及び「道州制への対応について」であり、「道州制に関する都市意見

案」の取りまとめについて松浦幸雄 都市分権政策センター共同代表に一任す

ることが承認された。３６名の市区長（代理も含む）が参加。 

 

４．メーリングリスト「地方自治トピックス」（平成２０年１月開設） 
全市区長に参加を呼びかけたメーリングリスト上で、都市分権政策センター 

学識経験者委員から地方自治における時事の諸課題に関するコメントを定期的 
に掲載し、参加市区長が自由に意見交換を行った。 

 

４）受託調査研究事業 

千葉県八千代市から委託を受けて、「八千代市都市機能分析調査業務」を実施 

した。都市機能分析として、①全市および地域別・字別の将来人口推計、②類似

市・隣接市の比較および市民意識調査結果の分析による八千代市の特徴の抽出、

③直面する時代的課題のピックアップ、といった作業を行い、これらを踏まえて、

④八千代市の将来展望の考察を行った。 

 

５）情報提供事業 

１．基礎自治体の国別比較について 

① 趣旨・目的 

    現在のわが国では、地方分権改革推進本部、第２９次地方制度調査会、道州

制ビジョン懇談会のそれぞれの脈絡において、従来の政府階層のあり方を抜本

的に改革し、本格的な地方分権型国家を実現するための議論が活発になされて

おり、これによって、基礎自治体のあり方が大いに問われているため、平成 

２０年度から２１年度にかけて、「基礎自治体の国別比較」事業として、世界

各国の政府階層、とりわけ基礎自治体のあり方を包括的に検討することにより、

わが国にとって参考となる情報を提供していくこととした。 

    なお、比較の対象国としては、次の条件を満たす国が参考になると考えた。 

  第一に、経済的に成熟した国 

  第二に、人口・面積がわが国と類似する国 

  第三に、地方自治について先進的である国 
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② 調査研究の方法 

  ア.「基礎自治体比較研究項目リスト」を随時改訂する。 

イ.世界の主要国を網羅するのではなく、わが国にとって制度面で参考となる 

国を中心に研究する。 

○国別に「基礎自治体比較研究項目リスト」に対応した情報を蓄積し、学識

者の助言も得ながら改訂する。 

   ○蓄積情報には、確認した事実及びその出典（文献及び取材等）を記載する。 

  ウ.国別比較研究のため、その対象となる国の実態調査を行う。 

  エ.研究成果は随時公表する。 

 

③ 調査研究の概要 

    国別比較事業の成果物としては、機関誌『都市とガバナンス』第１０号では、

「基礎自治体の国別比較―概況と対象国検討―」、「ドイツの政府階層について 

－概況と事務配分状況－」、また同じく第１１号では、「オランダにおける地方

分権改革（上）」、「オランダにおける自治体(gemennten)の役割～社会生活支援

法(WMO)を中心に～」、「日韓地方制度比較－似ているようで異なる『制度』と

『運用』」、「韓国の政府階層について―概況と事務配分状況―」、「韓国におけ

る地方自治制度の構造と特徴」などを掲載している。このように、「基礎自治

体のあり方」を包括的に検討するうえでわが国にとって参考となる基礎資料を

提供してきており、平成２１年度もベルギーへの現地調査等により継続するこ

ととしている。 

 

２．都市シンクタンクの活動実態について 

都市自治体の政策形成活動の先駆的取り組みである「都市シンクタンク」の

活動状況を把握するためのアンケートを行い、都市の調査研究活動の取組みの

参考となるよう都市自治体宛て情報提供を行った。併せて政令指定都市・中核

市等の３０万都市・特別区を対象に、都市の企画部門が行っている調査研究を

把握するためのアンケート調査を行い、同じく情報提供を行った。 

 

３．出版・広報、情報提供等 

自主調査研究の成果及び政策研究交流の内容を刊行物に取りまとめ、出版す

るとともに全国の都市自治体等へ配布した（別記１「平成２０年度刊行物一覧」

参照）。 
また、研究機関誌『都市とガバナンス』第１０号を平成２０年９月、第１１ 

号を平成２１年３月にそれぞれ刊行し、全国の都市自治体等への提供により、

当センターにおける調査研究活動を広く周知した。 

併せて、ホームページやメーリングリストの活用も進め、当センターの調査
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研究活動に関する情報や政策研究に役立つ情報を公表し、または改訂した（別

記２「平成２０年度ホームページ情報提供大項目一覧」参照）。 
 

６）その他 

１．調査研究実績の機能分析 

財団創立５０周年を迎え、「日本都市センター５０年のあゆみ」(仮題)を刊

行するにあたり、過去の調査研究実績を成果物ベースで分析するとともに、過

去の研究室の体制を合わせて分析することを通じて、時代ごとの特色を把握し、

考察を行うことにより、調査研究機関としての実績を再認識し、次の半世紀の

あり方を展望する一助とした。 

 

２．都市行政評価ネットワーク会議への参加 

平成１７年１１月に総合研究開発機構、地方シンクタンク協議会、自治体有

志と当センターが共同して設立した「都市行政評価ネットワーク会議」におい

て、都市自治体間のベンチマーク・モデルによる行政評価などに関する意見交

換・情報提供を行い、その普及を図った。 

 

３．研究アドバイザーによる助言と意見交換 

当センターの調査研究活動について、豊富な知識を有する学識経験者から専

門的知見を踏まえた助言を得るため、研究アドバイザー会議を開催した。 
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（別記１）平成２０年度刊行物一覧 

 
刊行物名 発刊年月 体 裁 印刷部数 

『分権改革は都市行政機構を変えたか』 

（当財団創立５０周年記念出版 

第一法規株式会社より刊行） 

平成 21 年 3 月 A5版 256頁 1300部 

『国のかたちとコミュニティを考える市長の会 Vol.5』  平成 21 年 3 月 A5版 75頁 1300部 

『都市とガバナンス第 11号』（機関誌） 平成 21 年 3 月 A4版 98頁 2300部 

『法的整合性確保に向けての多面的検討』 平成 21 年 3 月 A4版 168頁 1400部 

『都市自治体の収入確保策 

－増収に向けた多様な取り組み－』 
平成 21 年 3 月 A4版 195頁 1400部 

『都市の地域ブランド戦略  

－地域経営の新たな視点－』（ブックレット 20） 
平成 21 年 2 月 A5版 117頁 1400部 

『都市とガバナンス第 10号』（機関誌） 平成 20 年 9 月 A4版 86頁 2200部 

『基礎自治体の果たすべき役割に関する調べ 

－首長アンケート調査－』 
平成 20 年 9 月 A4版 169頁 1200部 

『コンプライアンスと行政運営』（ブックレット 19） 平成 20 年 9 月 A5版 65頁 1400部 

 
（別記２）平成２０年度ホームページ情報提供大項目一覧 

 
大項目名         概  要 情報提供開始年月 

都市分権政策センター 
センター及びＰＴの概要、提供資料、 

会議開催状況 
平成 20年 11月 

事務機構アンケート結果 
首長アンケート及び一般アンケートの 

都市人口区分別集計結果 
平成 20年 10月 

都市政策研究データベース 
都市自治体の企画部門が行っている調 

査研究一覧 
平成 17年 4月 

合併要覧 
平成の大合併データベース及び合併都 

市アンケート結果 
平成 16年 6月 
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Ⅲ 収 支 の 状 況 
会館管理運営事業については、平成１５年３月に社団法人全国市有物件災害共

災会、株式会社ロイヤルホテル、株式会社東京ロイヤルホテルと当財団との間で

締結した「日本都市センター会館の経営管理基本契約」、社団法人全国市有物件災

害共災会と当財団との間で締結した「日本都市センター会館管理運営契約」及び

「平成１９年３月締結の同変更契約」、株式会社東京ロイヤルホテルと当財団との

間で締結した「日本都市センター会館会議室、宿泊、飲食施設等管理運営実施契

約」及び「平成１９年３月締結の同変更契約」に基づき事業を執行した。 
平成２０年度における主な事業活動収入は次のとおりである。 
基本財産運用収入は４,３５９千円で、これは、基本財産１００,０００千円の運

用に係る受取利息収入で、予算額に比較して２,９５９千円（２１１.４％）増加し

た。 
受託料収入は１９９,５２３千円で、これは、社団法人全国市有物件災害共済会

から受け入れた会館管理受託料収入で、予算額に比較して６ ,２７６千円 
（３.０％）減少した。 
会館収入は３,１１３,０８４千円で、予算額に比較して１５７,１０５千円 

（４.８％）減少した。この内訳は、貸室収入が１７４,０６８千円で、予算額に比

較して３,１０８千円（１.８％）増加、会議室収入は１,０８１,６３０千円で、予

算額に比較して１,４３０千円（０.１％）増加、客室収入は９８９,４６５千円で、

予算額に比較して１０４ , ５３４千円（９ . ６％）減少、食堂収入が 
８４９,５４７千円で、予算額に比較して５５,７６２千円（６.２％）減少、駐車場

収入は１８,３７２千円で、予算額に比較して１,３４７千円（６.８％）減少した。 
 調査研究収入は１３７ ,６５６千円で、予算額に比較して２４３千円 
（０.２％）減少した。この内訳は、受託調査収入が４,７０５千円で、予算額に比

較して２９５千円（５.９％）減少、補助金収入は２,０００千円で、予算額と同額、

社団法人全国市有物件災害共済会から受け入れた調査研究事業助成金収入は 
１２０,０００千円で、予算額と同額、全国市長会から受け入れた調査研究事業負

担金収入は１０,０００千円で、予算額と同額、雑収入が９５１千円で、予算額に

比較して５１千円（５.７％）増加した。 
 負担金収入は４０７ ,７４８千円で、予算額に比較して４ ,５５１千円 
（１.１％）減少した。この内訳は、共益費収入が３１３,７２３千円、電気料戻収

入が４４ ,２６１千円、水道料戻収入が３７ ,６７２千円、その他戻収入が 
１２,０９０千円であった。 
 これに対する主な事業活動支出は、会議費支出が３,１９１千円で、予算額に比

較して５,０８８千円（６１.５％）減少した。 
管理費支出は１３１ ,９２０千円で、予算額に比較して１９ ,６０９千円 

（１２.９％）減少した。この内訳は、人件費支出が１０１,８９７千円、物件費支
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出が３０,０２３千円であった。 
会館運営費支出は４０７ ,７４８千円で、予算額に比較して４,５５１千円 

（１.１％）減少した。 
都市情報事業費支出は５ ,１６５千円で、予算額に比較して４,０５４千円 

（４４.０％）減少した。 
 研究事業費支出は１２７,６４４千円で、予算額に比較して１０,２５５千円 
（７.４％）減少した。この内訳は、人件費支出が７２,９６９千円、管理諸費支出

が３,９３９千円、自主調査研究の事業費支出が４７,７６９千円、受託調査研究の

事業費支出が２,９６５千円であった。 
 委託料支出は２,００４,４９５千円で、予算額に比較して１０４,３３６千円 
（４.９％）減少した。このうち、ホテル食堂等委託料支出１,９１４,３６６千円と

ホテル食堂等業務報酬支出７１,２５５千円は、契約により株式会社東京ロイヤル

ホテルに支出し、駐車場等委託料支出は１８,８７３千円であった。 
 会館収益金支出は１,１０８,５８９千円で、予算額に比較して５２,７６８千円 
（４.５％）減少した。これは、会館収入から委託料支出を差し引いた会館収益納

付額で、契約により社団法人全国市有物件災害共済会に支出した。 
 租税公課支出は１,７０３千円で、これは、消費税及び償却資産税で、予算額に

比較して６９６千円（２９.０％）減少した。 
法人税等支出は２０,２５５千円で、これは、法人税、住民税及び事業税で、予

算額に比較して２,１５５千円（１１.９％）の増加で、予備費を使用し支出した。 
 退職給付支出は２９ ,２５４千円で、予算額に比較して３０ ,７４５千円 
（５１.２％）減少した。 
  事業活動収支差額は、３８,７９９千円で、予算額に比較して９０,４１９千円

（２４.８％）増加した。 
 次に、投資活動収入は、３２,４９６千円で、これは、職員貸付金返還収入及び

退職給付引当資産取崩収入で、予算額に比較して３０,１６４千円（４８.１％）減

少した。 
 これに対する投資活動支出は、６,５８５千円で、これは、退職給付引当資産取

得支出で、予算額に比較して２４,１１６千円（７８.５％）減少した。 
 投資活動収支差額は、２５,９１０千円で、予算額に比較して６,０４８千円 
（１８.９％）減少した。 

 財務活動収支は該当がなかった。 
この結果、当期収入合計３ , ９１５ , ２６６千円から当期支出合計       

３,８５０,５５６千円を差し引いた当期収支差額は、６４,７１０千円になり、  

前期繰越収支差額７３０ , ７４７千円を加えた次期繰越収支差額は、 
７９５,４５７千円となった。 
 以上、報告する。 
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